
3 0 日 獣 発 第 82 号

平成 30 年 6 月 12 日

地方獣医師会会長 各 位

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会

会 長  藏 内 勇 夫

(公印及び契印の押印は省略)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する

法律等の施行等について

このことについて、平成 30 年 5 月 28 日付け環自野発第 1805283 号をもっ

て環境省自然環境局長から別添のとおり通知がありました。

このたびの通知は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 51 号）等が本年 6 月 1 日から施行

（希少野生動植物種保存基本方針の変更に係る準備行為等については公布の

日から施行）されることとなり、本改正についての周知及び法の適切な施行へ

の協力を依頼するものです。

ついては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

本件内容の問合せ先

公益社団法人

日本獣医師会：事業担当 福田

TEL  03－3475－1601


































































































































































































































































































































































































